
○
内
閣
府
令
第

号

資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
五
十
九
号
）
及
び
資
金
決
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年

政
令
第

号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
及
び
同
令
を
実
施
す
る
た
め
、
資
金
清
算
機
関
に
関
す
る
内
閣
府
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
二
年

月

日

資
金
清
算
機
関
に
関
す
る
内
閣
府
令

目
次第

一
章

総
則
（
第
一
条
―
第
四
条
）

第
二
章

業
務
（
第
五
条
―
第
九
条
）

第
三
章

監
督
（
第
十
条
―
第
十
三
条
）

第
四
章

雑
則
（
第
十
四
条
―
第
十
六
条
）

附
則
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第
一
章

総
則

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
資
金
清
算
業
」
、
「
資
金
清
算
機
関
」
又
は
「
銀
行
等
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
資
金
決
済
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
に
規
定
す
る
資
金
清
算
業
、
資
金
清
算
機
関
又
は
銀
行
等
を
い
う
。

（
免
許
申
請
書
の
経
由
）

第
二
条

法
第
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
金
融
庁
長
官
を
経
由
し
て
免
許
申
請
書
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
申
請
書
の
記
載
事
項
）

第
三
条

法
第
六
十
五
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
会
計
監
査
人
の
氏
名
又
は
名
称
と
す
る
。

（
免
許
申
請
書
の
添
付
書
類
）

第
四
条

法
第
六
十
五
条
第
二
項
第
七
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
書
類
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
と
す
る
。

一

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
株
式
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

主
要
株
主
（
総
株
主
の
議
決
権
（
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
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行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
八
百

七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
含
む
。
）
の
百

分
の
十
以
上
の
議
決
権
を
保
有
し
て
い
る
株
主
を
い
う
。
第
十
三
条
第
二
項
第
七
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
又
は

商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

ロ

親
法
人
（
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
総
株
主
の
議
決
権
（
イ
に
規
定
す
る
議
決
権
を
い
う
。
）
の
過
半
数
を
保

有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
子
法
人
（
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が

総
株
主
、
総
社
員
又
は
総
出
資
者
の
議
決
権
（
株
式
会
社
に
あ
っ
て
は
、
株
主
総
会
に
お
い
て
決
議
を
す
る
こ
と
が
で

き
る
事
項
の
全
部
に
つ
き
議
決
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
除
き
、
会
社
法
第
八
百

七
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
株
式
に
つ
い
て
の
議
決
権
を
含
む
。
）
の
過

半
数
を
保
有
し
て
い
る
法
人
そ
の
他
の
団
体
を
い
う
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面

ハ

取
締
役
及
び
監
査
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
取
締
役
及
び
執
行
役
。
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
履
歴
書

及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
並
び
に
取
締
役
及
び
監
査
役

が
法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
四
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
取
締
役
及
び
監
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査
役
が
誓
約
す
る
書
面

ニ

会
計
参
与
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
会
計
参
与
の
履
歴
書
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の

沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（

会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
）
並
び
に
会
計
参

与
が
法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
四
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と
を
当
該
会
計
参
与
が

誓
約
す
る
書
面

ホ

取
締
役
（
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
執
行
役
）
の
担
当
業
務
を
記
載
し
た
書
面

二

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一
般
社
団
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類

イ

社
員
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載
し
た
書
面

ロ

親
法
人
及
び
子
法
人
の
概
要
を
記
載
し
た
書
面

ハ

理
事
及
び
監
事
の
履
歴
書
及
び
住
民
票
の
抄
本
（
本
籍
の
記
載
の
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

並
び
に
理
事
及
び
監
事
が
法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
四
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る
こ
と

を
当
該
理
事
及
び
監
事
が
誓
約
す
る
書
面
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ニ

理
事
の
担
当
業
務
を
記
載
し
た
書
面

三

資
金
清
算
業
に
関
す
る
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
従
業
員
の
確
保
の
状
況
並
び
に
当
該
従
業
員
の
配
置
の
状
況
を
記
載

し
た
書
面

四

資
金
清
算
機
関
の
事
務
の
機
構
及
び
分
掌
を
記
載
し
た
書
面

五

業
務
開
始
後
三
年
間
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

六

業
務
方
法
書
に
法
第
七
十
一
条
第
二
項
第
八
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
契
約
の
相
手
方
そ
の
他

の
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

七

そ
の
他
法
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
審
査
の
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

第
二
章

業
務

（
他
の
業
務
の
承
認
の
申
請
等
）

第
五
条

法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
資
金
清
算
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を

金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
業
務
の
種
類
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二

当
該
業
務
の
開
始
予
定
年
月
日

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
業
務
の
内
容
及
び
方
法
を
記
載
し
た
書
面

二

当
該
業
務
を
所
掌
す
る
組
織
及
び
人
員
配
置
を
記
載
し
た
書
面

三

当
該
業
務
の
運
営
に
関
す
る
規
則

四

当
該
業
務
の
開
始
後
三
年
間
に
お
け
る
収
支
の
見
込
み
を
記
載
し
た
書
面

３

金
融
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
申
請
が
資
金
清
算
業
を
適
正
か
つ
確
実
に

行
う
に
つ
き
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
認
を
受
け
た
業
務
の
廃
止
の
届
出
）

第
六
条

法
第
六
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
行
う
資
金
清
算
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
業
務
の
種
類

二

当
該
業
務
を
廃
止
し
た
年
月
日
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三

当
該
業
務
を
廃
止
し
た
理
由

（
資
金
清
算
業
の
一
部
の
委
託
の
承
認
の
申
請
等
）

第
七
条

法
第
七
十
条
第
一
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
資
金
清
算
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
金

融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

業
務
を
委
託
す
る
相
手
方
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
の
商
号
又
は
名
称
及
び
住
所

二

委
託
す
る
業
務
の
内
容
及
び
範
囲

三

委
託
の
期
間

四

委
託
す
る
業
務
の
委
託
契
約
に
お
い
て
、
受
託
者
が
当
該
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
の
措
置
と
し
て
付

し
て
い
る
条
件
の
内
容

五

受
託
者
の
選
定
に
係
る
基
準

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

理
由
書

二

委
託
す
る
業
務
の
委
託
契
約
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
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三

受
託
者
が
法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す
る
書
面

四

受
託
者
の
取
締
役
及
び
監
査
役
（
理
事
、
監
事
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
を
含
み
、
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は

、
取
締
役
及
び
執
行
役
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
要
件
に

該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す
る
書
面

五

受
託
者
の
登
記
事
項
証
明
書

六

受
託
者
の
定
款

七

委
託
す
る
業
務
の
実
施
方
法
を
記
載
し
た
書
面

八

受
託
者
の
最
近
三
年
の
各
年
度
に
お
け
る
事
業
報
告
、
貸
借
対
照
表
及
び
損
益
計
算
書
又
は
こ
れ
ら
に
代
わ
る
書
面

九

受
託
者
の
取
締
役
及
び
監
査
役
の
氏
名
を
記
載
し
た
書
面

十

受
託
者
の
取
締
役
及
び
監
査
役
の
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面

十
一

受
託
者
の
取
締
役
及
び
監
査
役
の
履
歴
書

十
二

受
託
者
が
会
計
参
与
設
置
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
託
者
の
会
計
参
与
の
氏
名
又
は
名
称
を
記
載
し
た
書

面
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
登
記
事
項
証
明
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書
）
及
び
当
該
会
計
参
与
の
履
歴
書
（
会
計
参
与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
の
沿
革
を
記
載
し
た
書
面
）

並
び
に
当
該
会
計
参
与
が
法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す
る
書
面
（
会
計
参

与
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
会
計
参
与
が
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
な
い
旨
を
誓
約
す
る
書
面
）

十
三

受
託
者
の
取
締
役
（
理
事
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
含
み
、
委
員
会
設
置
会
社
に
あ
っ
て
は
、
執
行
役
と
す
る
。

）
の
担
当
業
務
を
記
載
し
た
書
面

十
四

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類

３

金
融
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
承
認
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
申
請
が
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
か

ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

業
務
の
委
託
が
資
金
清
算
業
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
に
つ
き
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

二

受
託
者
が
社
会
的
信
用
の
あ
る
法
人
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
受
託
す
る
業
務
に
つ
い
て
、
適
正
な
計
画
を
有
し
、
確
実

に
そ
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

受
託
者
が
法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

四

受
託
者
の
取
締
役
、
会
計
参
与
及
び
監
査
役
が
法
第
六
十
六
条
第
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
し
な
い
こ
と
。
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五

受
託
者
が
そ
の
受
託
す
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
他
の
者
に
再
委
託
す
る
場
合
に
は
、
資
金
清
算
機
関
が
当
該
再
委

託
を
受
け
た
者
が
行
う
業
務
を
確
認
で
き
る
旨
そ
の
他
の
受
託
者
が
当
該
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
の
措

置
を
講
ず
る
旨
の
条
件
が
業
務
の
委
託
契
約
に
お
い
て
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
外
国
人
等
と
の
契
約
に
お
け
る
重
要
事
項
）

第
八
条

法
第
七
十
一
条
第
二
項
第
八
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
重
要
な
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

通
信
手
段
の
提
供
に
関
す
る
事
項

二

情
報
処
理
に
係
る
業
務
の
提
供
に
関
す
る
事
項

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

第
九
条

法
第
七
十
一
条
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す
る
内
閣
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
未
決
済
債
務
等
（
法
第
七
十
三
条
第
二

項
に
規
定
す
る
未
決
済
債
務
等
を
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
差
引
計
算
の
方
法
、
担
保
の
充
当
の
方
法
そ
の
他
の
決
済
の
方
法

に
関
す
る
事
項
と
す
る
。

第
三
章

監
督

（
定
款
又
は
業
務
方
法
書
の
変
更
の
認
可
の
申
請
等
）
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第
十
条

法
第
七
十
六
条
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
資
金
清
算
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
認
可
申
請
書
を
金

融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

変
更
の
内
容
及
び
理
由

二

変
更
予
定
年
月
日

２

前
項
の
認
可
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
業
務
方
法
書
の
変
更
認
可
申

請
書
に
あ
っ
て
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一

定
款
又
は
業
務
方
法
書
の
新
旧
対
照
表

二

株
主
総
会
又
は
社
員
総
会
の
議
事
録
そ
の
他
必
要
な
手
続
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面

三

そ
の
他
参
考
と
な
る
書
類

３

金
融
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
請
が
法
令
に
適
合
し
、
か
つ
、
資
金
清
算
業
を

適
正
か
つ
確
実
に
遂
行
す
る
た
め
に
十
分
か
ど
う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
資
本
金
の
額
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
一
条

法
第
七
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
行
う
資
金
清
算
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
金
融
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庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

変
更
の
内
容

二

変
更
年
月
日

２

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。

一

法
第
六
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
（
純
資
産
額
を
除
く
。
）
又
は
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類

二

法
第
六
十
五
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
第
四
条
第
一
号
ハ

又
は
第
二
号
ハ
に
掲
げ
る
書
類

三

法
第
六
十
五
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更

同
条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
及
び
第
四
条
第
一
号
ニ

に
掲
げ
る
書
類

（
帳
簿
書
類
）

第
十
二
条

資
金
清
算
機
関
は
、
法
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
資
金
清
算
業
の
処
理
及
び
計
算
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、

資
金
清
算
業
に
係
る
取
引
記
録
そ
の
他
の
帳
簿
書
類
を
作
成
し
、
そ
の
作
成
の
日
か
ら
七
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
報
告
書
）

第
十
三
条

資
金
清
算
機
関
は
、
法
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
資
金
清
算
業
に
関
す
る
報
告
書
を
別
紙
様
式
に
よ
り
作
成

し
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
金
融
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

会
社
法
第
四
百
三
十
五
条
第
二
項
又
は
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四

十
八
号
）
第
百
二
十
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
計
算
書
類
、
事
業
報
告
及
び
附
属
明
細
書

二

会
社
法
第
三
百
八
十
一
条
第
一
項
又
は
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
九
十
九
条
第
一
項
に
規

定
す
る
監
査
報
告

三

会
社
法
第
三
百
九
十
六
条
第
一
項
又
は
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
第
百
七
条
第
一
項
に
規
定

す
る
会
計
監
査
報
告

四

有
形
固
定
資
産
明
細
表

五

担
保
明
細
表

六

そ
の
他
諸
勘
定
明
細
表
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七

主
要
株
主
又
は
社
員
の
氏
名
又
は
商
号
若
し
く
は
名
称
、
住
所
又
は
所
在
地
及
び
そ
の
保
有
す
る
議
決
権
の
数
を
記
載

し
た
書
面

八

清
算
参
加
者
（
法
第
七
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
清
算
参
加
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
商
号
又
は
名
称

及
び
住
所

第
四
章

雑
則

（
資
金
清
算
業
の
廃
止
又
は
解
散
の
決
議
に
係
る
認
可
の
申
請
等
）

第
十
四
条

法
第
八
十
三
条
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
資
金
清
算
機
関
は
、
申
請
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
金
融

庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

資
金
清
算
業
の
廃
止
又
は
解
散
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面

二

株
主
総
会
又
は
社
員
総
会
の
議
事
録
（
会
社
法
第
三
百
十
九
条
第
一
項
又
は
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関

す
る
法
律
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
株
主
総
会
又
は
社
員
総
会
の
決
議
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
当
該
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
）

三

最
終
事
業
年
度
に
係
る
貸
借
対
照
表
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
及
び
損
益
計
算
書
（
関
連
す
る
注
記
を
含
む
。
）
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並
び
に
当
該
決
議
時
に
お
け
る
資
産
及
び
負
債
の
内
容
を
明
ら
か
に
し
た
書
面

四

資
金
清
算
業
の
結
了
の
方
法
を
記
載
し
た
書
面

五

そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
面

２

金
融
庁
長
官
は
、
前
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
か
ど

う
か
を
審
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
資
金
清
算
業
の
廃
止
又
は
解
散
が
当
該
資
金
清
算
機
関
の
業
務
及
び
財
産
の
状
況
に
照
ら
し
て
や
む
を
得
な
い
も

の
で
あ
る
こ
と
。

二

当
該
資
金
清
算
業
の
廃
止
又
は
解
散
が
、
銀
行
等
の
間
で
行
わ
れ
る
資
金
決
済
の
円
滑
の
確
保
及
び
当
該
資
金
清
算
機

関
の
清
算
参
加
者
の
利
便
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

金
融
庁
長
官
は
、
法
第
八
十
一
条
又
は
第
八
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の
停
止
の
命
令
を
し

た
資
金
清
算
機
関
か
ら
第
一
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
資
金
清
算
機
関
に
対
し
、
同
項
の
認
可

を
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
命
令
を
す
る
こ
と
又
は
同
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
六
十
四
条
第
一
項

の
免
許
を
取
り
消
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
資
金
清
算
機
関
か
ら
第
一
項
の
認
可
の
申
請
が
あ
っ
た
場
合
も
、
同
様
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と
す
る
。

（
業
務
方
法
書
に
基
づ
く
規
則
の
届
出
）

第
十
五
条

資
金
清
算
機
関
は
、
業
務
方
法
書
に
基
づ
き
規
則
を
定
め
、
又
は
廃
止
若
し
く
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く

、
そ
の
旨
を
金
融
庁
長
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
準
処
理
期
間
）

第
十
六
条

内
閣
総
理
大
臣
又
は
金
融
庁
長
官
は
、
法
第
六
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
承
認
又
は
法
第
七
十
六
条
若
し
く
は

第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
認
可
に
関
す
る
申
請
が
そ
の
事
務
所
に
到
達
し
て
か
ら
一
月
以
内
に
、
法
第
六
十
五
条
第
一
項
に

規
定
す
る
免
許
に
関
す
る
申
請
が
そ
の
事
務
所
に
到
達
し
て
か
ら
二
月
以
内
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
申
請
に
対
す
る
処
分
を
す

る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
期
間
に
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。

一

当
該
申
請
を
補
正
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

二

当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
の
内
容
を
変
更
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間

三

当
該
申
請
を
し
た
者
が
当
該
申
請
に
係
る
審
査
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
資
料
を
追
加
す
る
た
め
に
要
す
る
期
間
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附

則

こ
の
府
令
は
、
平
成
二
十
二
年

月

日
か
ら
施
行
す
る
。
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別紙様式（第 13条第 1項関係）                                      （日本工業規格Ａ４） 

                                         （第１面） 

資 金 清 算 業 に 関 す る 報 告 書 

 

年    月    日から 

第     期 

年    月    日まで 

               

年    月    日 

金 融 庁 長 官       殿 

住  所 

 

商号又は 

名称 

 

代表者の 

氏    名           印 

           

 

年  月  日から  年  月  日までの資金清算業に関する状況を次のとおり報告します。 

 

目        次 

 

１ 事業の概要 

２ 営業所又は事務所の増減 

３ 取締役等及び職員の増減 

４ 資金清算業の状況 

５ 清算参加者の債務の履行の確保に関する状況 

６ 資金清算業の継続的遂行の確保に関する状況 

７ 資金清算業以外の業務に関する状況 

８ 資金清算業の委託に関する状況 

９ その他特記事項 
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                                      （第２面） 

 

１． 事業の概要 

 

２． 営業所又は事務所の増減 

区     分 前 期 末 当 期 末 増減（△） 

営 業 所 又 は 事 務 所    

計    

  

３． 取締役等及び職員の増減 

区     分 前 期 末 当 期 末 増減（△） 

取 締 役 又 は 理 事 
 

うち非常勤（   ） 

 

うち非常勤（   ） 
 

会 計 参 与    

監 査 役 又 は 監 事 
 

うち非常勤（   ） 

 

うち非常勤（   ） 

 

執 行 役    

取
締
役
等 

計    

事 務 系    

庶 務 系    職
員 

計    

合      計    

（記載上の注意） 

１. 「執行役」欄は取締役を兼務しない執行役の員数を記載すること。取締役を兼務する執行役の員数につ

いては、欄外に次のとおり記載すること。 

当期末における取締役を兼務する執行役の員数          人 

２. 会計参与が法人である場合は員数に含めず、欄外にその名称を記載すること。 

３. 「職員」欄は臨時雇員及び嘱託を除く員数を記載し、「庶務系」欄は、守衛、用務員、自動車運転手等

の職員数を記載すること。 

４. 職員計のうち出向職員（在籍のまま他社等へ出向している者）については欄外に次のとおり記載するこ

と。 

当期末における出向職員数          人 
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                                         (第３面) 

４．資金清算業の状況 

(1)概況 

 

 

(2)報告対象期間における清算参加者数及び店舗数（月ごとに） 

 

 

(3)報告対象期間における総取扱件数（件／月ごとに）及び総取扱金額（円／月ごとに） 

 

（記載上の注意） 

 報告対象期間における総取扱件数及び総取扱金額については、種類別に区分して記載すること。 

 

５．清算参加者の債務の履行の確保に関する状況 

(1)概況 

 

 

(2)報告対象期間における担保、保証その他の状況（月ごとに） 

 

（記載上の注意） 

 報告対象期間における担保、保証その他の状況については、種類別に区分して記載すること。 

 

６．資金清算業の継続的遂行の確保に関する状況 

 

 

７．資金清算業以外の業務に関する状況 

 

 

８．資金清算業の委託に関する状況 

 

 

９．その他特記事項 

 

 

                                          以 上 

-20-


